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令和２年さいたま市議会１２月（１１月繰上げ）定例会提出議案一覧

合計４３件（予算議案６件・条例議案７件・一般議案２２件・道路議案２件・人事議案５件・諮

問議案１件）

≪予算議案≫ 

議案第１７９号 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（第１７号） 

議案第１８０号 令和２年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第１８１号 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（第１８号） 

議案第１８２号 令和２年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

議案第１８３号 令和２年度さいたま市病院事業会計補正予算（第１号） 

議案第１８４号 令和２年度さいたま市下水道事業会計補正予算（第２号）

≪条例議案≫ 

議案第１８５号 さいたま市議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・総務局人事部職員課）

  さいたま市特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、市議会議員の期末手当の支給月数を引

き下げるため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 市議会議員の期末手当の年間支給月数の引下げ 

   ・ 令和３年度以降の年間支給月数を０．０５月分引き下げ、年間支給月数を３．３５月

分（改正前３．４０月分）とするもの。 

 （施行期日） 公布の日 

議案第１８６号 さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

        （所管課所・総務局人事部職員課）

  さいたま市特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、市長等の期末手当の支給月数を引き下

げるため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 市長等の期末手当の年間支給月数の引下げ 

   ・ 期末手当の年間支給月数を０．０５月分引き下げ、年間支給月数を３．３５月分（現

行３．４０月分）とするもの。 

 （施行期日） 令和２年１２月 1 日等 

議案第１８７号 さいたま市職員の給与に関する条例及びさいたま市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・総務局人事部職員課）

  令和２年の市人事委員会からの報告及び勧告を踏まえ、一般職の職員の期末手当の支給月数を

引き下げるため、所要の改正を行うもの。 
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 （内容） 

  １ 期末手当の年間支給月数の引下げ 

 再任用職員以外の職員（特定管理職員を除く。）の期末手当の年間支給月数を０．０

５月分引き下げ、年間支給月数を２．５５月分（現行２．６０月分）とするもの。 

 再任用職員以外の職員（特定管理職員に限る。）の期末手当の年間支給月数を０．０

５月分引き下げ、年間支給月数を２．１５月分（現行２．２０月分）とするもの。 

  ２ 特定任期付職員の期末手当の年間支給月数の引下げ

   ・ 特定任期付職員の期末手当の年間支給月数を０．０５月分引き下げ、年間支給月数を

３．３５月分（現行３．４０月分）とするもの。 

 （施行期日） 公布の日等 

議案第１８８号 さいたま市介護保険条例及びさいたま市後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局長寿応援部介護保険課）

  地方税法等の一部改正を踏まえ、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 規定の整備 

・ 「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改めるもの。 

（施行期日） 令和３年１月１日 

議案第１８９号 さいたま市地域公共交通協議会条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・都市局都市計画部交通政策課）

  地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 計画の名称の変更 

・ 「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改めるもの。 

（施行期日） 公布の日 

議案第１９０号 さいたま市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・建設局土木部土木総務課）

  道路法施行令の一部改正を踏まえ、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 占用料の額の改定

・ 道路法施行令に定める国道に係る占用料の額の見直しを踏まえ、本市の占用料の額を

改定するもの。

 （施行期日） 令和３年４月１日 

議案第１９１号 さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・消防局予防部査察指導課） 

  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に

関する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 
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 （内容） 

  １ 急速充電設備の全出力の上限の拡大 

   ・ 急速充電設備の全出力の上限について、５０キロワットから２００キロワットに拡大

するとともに、急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準を改正するもの。 

  ２ 急速充電設備の設置の届出 

   ・ 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。）を設置しようする者は、 

    あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならないこととするもの。 

 （施行期日） 令和３年４月１日

≪一般議案≫ 

議案第１９２号 ナックファイブスタジアム大宮照明灯改修工事請負契約について 

        （所管課所・都市局都市計画部都市公園課）

 （内容） 

  １ 契約の目的

    ナックファイブスタジアム大宮照明灯改修工事請負契約

  ２ 契約の方法

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ４億６，６１２万７，２００円 

  ４ 契約の相手方 

    埼電・ハヤサカ特定共同企業体 

議案第１９３号 主要地方道さいたま春日部線（岩槻橋）仮橋整備工事請負契約について 

        （所管課所・建設局土木部道路計画課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    主要地方道さいたま春日部線（岩槻橋）仮橋整備工事

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ４億３，８６８万円 

  ４ 契約の相手方 

    佐伯・ハギワラ特定共同企業体 

議案第１９４号 準用河川油面川排水機場設備工事請負契約について 

        （所管課所・建設局土木部河川課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    準用河川油面川排水機場設備工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 
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    ５億５，４５６万１，７００円 

  ４ 契約の相手方 

    昱株式会社北関東支店 

議案第１９５号 市営浮谷住宅建設（建築）工事請負契約について 

        （所管課所・建設局建築部住宅政策課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    市営浮谷住宅建設（建築）工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    １２億１，２７５万円 

  ４ 契約の相手方 

    佐伯・ユーディケー・カタヤマ特定共同企業体 

議案第１９６号 さいたま市立尾間木小学校校舎（１棟）長寿命化・（２－１、－２・３３・３

４・３５棟）中規模修繕（建築）工事請負契約について 

        （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

さいたま市立尾間木小学校校舎（１棟）長寿命化・（２－１、－２・３３・３４・３５ 

棟）中規模修繕（建築）工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ５億４，６１５万円 

  ４ 契約の相手方 

    佐伯工務店・佐伯リフォーム特定共同企業体 

議案第１９７号 財産の取得について（東楽園再整備事業用地） 

        （所管課所・保健福祉局長寿応援部高齢福祉課） 

  東楽園再整備事業用地を取得するため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 物件の表示 

 所在地 見沼区大字膝子字中田９８４番ほか３５筆 

 取得面積 ２万３，４１２．７１平方メートル 

  ２ 取得先  

    個人２３人 

  ３ 取得額 

    ６億５，９９９万８，２３０円 
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議案第１９８号 損害賠償の額の決定について 

        （所管課所・保健福祉局市立病院病院経営部病院総務課） 

さいたま市立病院において、申立人らの子が鼠径ヘルニアの手術の後、容体が急変し死亡し

たことにより生じた損害賠償請求に対し、損害賠償の額を定めることについて、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  ・ 損害賠償額 

    ７００万円 

議案第１９９号 指定管理者の指定について（さいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘） 

        （所管課所・保健福祉局長寿応援部高齢福祉課） 

  さいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

 所在地 南区別所７丁目２０番１号 

 名 称 さいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 東京都中央区銀座４丁目１２番１５号歌舞伎座タワー２０階 

 名 称 オーエンス・アイルグループ 

 代表者 株式会社オーエンス 代表取締役 大木 一雄 

  ３ 指定する期間 

    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

議案第２００号 指定管理者の指定について（さいたま市高齢者生きがい活動センター）

        （所管課所・保健福祉局長寿応援部高齢福祉課） 

  さいたま市高齢者生きがい活動センターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

 所在地 北区植竹町１丁目５９３番地１ 

 名 称 さいたま市高齢者生きがい活動センター 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

 名 称 公益社団法人さいたま市シルバー人材センター 

 代表者 理事長 佐伯 鋼兵 

  ３ 指定する期間 

    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

議案第２０１号 指定管理者の指定について（さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場） 

        （所管課所・保健福祉局長寿応援部高齢福祉課）

  さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるも



- 6 - 

の。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

 所在地 西区大字宝来１２５番地１ 

 名 称 さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場 

  ２ 指定管理者に指定する団体           

 所在地 東京都中央区日本橋堀留町２丁目１番１号 

 名 称 さいたまウェルネススポーツＪＶ 

 代表者 シンコースポーツ株式会社 代表取締役 石崎 健太 

  ３ 指定する期間 

    令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで 

議案第２０２号 指定管理者の指定について（さいたま市浦和斎場） 

        （所管課所・保健福祉局保健部生活衛生課） 

  さいたま市浦和斎場の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

 所在地 桜区大字下大久保１５２３番地１ 

 名 称 さいたま市浦和斎場 

２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 桜区大字下大久保９３０番地２ 

 名 称 浦和総業株式会社 

 代表者 代表取締役 渋谷 邦彦  

  ３ 指定する期間 

    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

議案第２０３号 指定管理者の指定について（さいたま市営浦和駅東口駐車場） 

        （所管課所・都市局都市計画部自転車まちづくり推進課） 

  さいたま市営浦和駅東口駐車場の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

 所在地 浦和区東高砂町１１番１号 

 名 称 さいたま市営浦和駅東口駐車場 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 東京都渋谷区神泉町８番１６号 

 名 称 株式会社パルコスペースシステムズ 

 代表者 代表取締役社長 因泥 孝和 

  ３ 指定する期間 

    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議案第２０４号 指定管理者の指定について（さいたま市南浦和コミュニティセンター等） 

        （所管課所・市民局市民生活部コミュニティ推進課） 

  さいたま市南浦和コミュニティセンター等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求め

るもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称

南区大谷場２丁目６番２５号 さいたま市南浦和コミュニティセンター

中央区本町東３丁目５番４３号 さいたま市与野本町コミュニティセンター

中央区上峰２丁目３番５号 さいたま市上峰コミュニティホール

中央区桜丘２丁目６番２８号 さいたま市西与野コミュニティホール

中央区大字下落合１７１２番地 さいたま市下落合コミュニティセンター

浦和区東高砂町１１番１号 さいたま市浦和コミュニティセンター

  ２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 南区根岸１丁目７番１号

 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団

 代表者 理事長 柳沢 幸一

  ３ 指定する期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

議案第２０５号 指定管理者の指定について（さいたま市地域中核施設プラザイースト） 

        （所管課所・スポーツ文化局文化部文化振興課） 

  さいたま市地域中核施設プラザイーストの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

 所在地 緑区大字中尾１４４０番地８

 名 称 さいたま市地域中核施設プラザイースト

  ２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 南区根岸１丁目７番１号

 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団

 代表者 理事長 柳沢 幸一

  ３ 指定する期間 

    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

議案第２０６号 指定管理者の指定について（さいたま市東大宮コミュニティセンター等） 

        （所管課所・市民局市民生活部コミュニティ推進課） 

  さいたま市東大宮コミュニティセンター等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求め

るもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称

見沼区東大宮４丁目３１番地１ さいたま市東大宮コミュニティセンター

見沼区大字大谷１２１０番地 さいたま市七里コミュニティセンター
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見沼区染谷３丁目１４７番地１ さいたま市片柳コミュニティセンター

大宮区高鼻町２丁目２９２番地１ さいたま市高鼻コミュニティセンター

大宮区堀の内町１丁目５７７番地３ さいたま市大宮工房館

  ２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 南区根岸１丁目７番１号

 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団

 代表者 理事長 柳沢 幸一

  ３ 指定する期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

議案第２０７号 指定管理者の指定について（さいたま市馬宮コミュニティセンター等） 

        （所管課所・市民局市民生活部コミュニティ推進課） 

  さいたま市馬宮コミュニティセンター等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称

西区大字西遊馬５３３番地１ さいたま市馬宮コミュニティセンター

西区三橋６丁目６４２番地４ さいたま市西部文化センター

北区吉野町２丁目１９５番地１ さいたま市宮原コミュニティセンター

北区日進町１丁目３１２番地２ さいたま市日進公園コミュニティセンター

  ２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 南区根岸１丁目７番１号

 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団

 代表者 理事長 柳沢 幸一

  ３ 指定する期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

議案第２０８号 指定管理者の指定について（さいたま市地域中核施設プラザウエスト） 

        （所管課所・スポーツ文化局文化部文化振興課） 

  さいたま市地域中核施設プラザウエストの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

 所在地 桜区道場４丁目３番１号

 名 称 さいたま市地域中核施設プラザウエスト

  ２ 指定管理者に指定する団体

 所在地 南区根岸１丁目７番１号

 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団

 代表者 理事長 柳沢 幸一

  ３ 指定する期間

    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで
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議案第２０９号 指定管理者の指定について（さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター） 

        （所管課所・市民局市民生活部コミュニティ推進課） 

さいたま市武蔵浦和コミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求め

るもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

 所在地 南区別所７丁目２０番１号 

 名 称 さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号歌舞伎座タワー２０階 

 名 称 オーエンス・アイルグループ 

 代表者 株式会社オーエンス 代表取締役 大木 一雄 

  ３ 指定する期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

議案第２１０号 指定管理者の指定について（さいたま市美園コミュニティセンター等） 

        （所管課所・市民局市民生活部コミュニティ推進課） 

  さいたま市美園コミュニティセンター等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称

緑区美園４丁目１９番地１ さいたま市美園コミュニティセンター

岩槻区本町１丁目１０番７号 さいたま市コミュニティセンターいわつき

岩槻区本町３丁目１番１号 さいたま市岩槻駅東口コミュニティセンター

岩槻区東岩槻６丁目６番地
さいたま市ふれあいプラザいわつき

老人憩いの家ふれあいプラザ

  ２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 南区根岸１丁目７番１号

 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団

 代表者 理事長 柳沢 幸一

  ３ 指定する期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

議案第２１１号 指定管理者の指定について（さいたま市民会館おおみや） 

        （所管課所・スポーツ文化局文化部文化振興課） 

  さいたま市民会館おおみやの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

 所在地 大宮区大門町２丁目１１８番地

 名 称 さいたま市民会館おおみや

  ２ 指定管理者に指定する団体

 所在地 南区根岸１丁目７番１号
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 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団

 代表者 理事長 柳沢 幸一

  ３ 指定する期間

    令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

議案第２１２号 指定管理者の指定について（さいたま市市民活動サポートセンター） 

      （所管課所・市民局市民生活部市民協働推進課） 

さいたま市市民活動サポートセンターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるも

の。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

 所在地 浦和区東高砂町１１番１号 

 名 称 さいたま市市民活動サポートセンター 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 南区根岸１丁目７番１号

 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団

 代表者 理事長 柳沢 幸一

  ３ 指定する期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

議案第２１３号 当せん金付証票の発売について 

        （所管課所・財政局財政部財政課）

  令和３年度における当せん金付証票（宝くじ）を１０５億円の範囲内において発売するため、

 議決を求めるもの。

≪道路議案≫ 

議案第２１４号 市道路線の認定について 

        （所管課所・建設局土木部土木総務課）

 （内容）

一  般 ３路線

開  発 ８路線

合  計 １１路線

議案第２１５号 市道路線の廃止について 

        （所管課所・建設局土木部土木総務課）

 （内容）

一  般 ３路線

開  発 １路線

合  計 ４路線
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≪人事議案≫ 

議案第２１６号 人権擁護委員候補者の推薦について 

        （所管課所・総務局総務部総務課）

  人権擁護委員候補者として推薦するため、意見を求めるもの。 

氏  名 区  分

畔川 淸和 再任 

議案第２１７号 人権擁護委員候補者の推薦について 

        （所管課所・総務局総務部総務課）

  人権擁護委員候補者として推薦するため、意見を求めるもの。 

氏  名 区  分

石田 せ江子 再任 

議案第２１８号 人権擁護委員候補者の推薦について 

        （所管課所・総務局総務部総務課）

  人権擁護委員候補者として推薦するため、意見を求めるもの。 

氏  名 区  分

佐藤 敦子 再任 

議案第２１９号 人権擁護委員候補者の推薦について 

        （所管課所・総務局総務部総務課）

  人権擁護委員候補者として推薦するため、意見を求めるもの。 

氏  名 区  分

佐藤 久子 再任 

議案第２２０号 人権擁護委員候補者の推薦について 

        （所管課所・総務局総務部総務課）

  人権擁護委員候補者として推薦するため、意見を求めるもの。 

氏  名 区  分

湯澤 覚 再任 

≪諮問議案≫ 

諮問第１号 審査請求に対する裁決について 

      （所管課所・消防局総務部消防総務課）

  退職手当に関する処分についての審査請求に対して裁決をするため、諮問するもの。

 （内容） 

  １ 審査請求に係る処分庁 

   ・ さいたま市消防長 

  ２ 審査請求に係る処分 

   ・ 令和元年８月２８日、処分庁が審査請求人に対して行ったさいたま市職員退職手当条

例（平成１３年さいたま市条例第４６号）第１８条第１項の規定による一般の退職手当

等の全部を支給しないこととする処分 

  ３ 審査請求の趣旨 
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   ・ 本件処分の取消しを求める。 

  ４ 裁決の主文 

   ・ 本件審査請求を棄却する。 


